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外来医療の機能化・強化等
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外来医療のポイント

外来医師過多区域における新規開業を抑制。機能分化と「かかりつけ医機能」の評価が進む見込みです。特定機能病院等からの紹介
患者を初診で受け入れた場合を評価する「特定機能病院等紹介患者受入加算」が新設されます。地域包括診療加算等において、要介
護＋１疾患を対象に。生活習慣病管理料では、一部の医学管理料が包括外となり、また眼科・歯科との連携が評価され、療養計画書の
患者署名が不要になるなど簡素化も図られます。一方で、外来データ提出加算は充実管理加算として組み替えられ、減算となっていま
す。

• 外来医師過多区域における開業規制：開業時は６ヶ月前に事前届出をし、地域医療（夜間、救急、在宅）への貢献が求められる。従
わない場合は開業が３年間に限定され、初診料の機能強化加算、地域包括診療料・加算、在宅療養支援診療所の届け出が不可

• 紹介受入の評価:「特定機能病院等紹介患者受入加算」（60点）を新設。200床未満の病院等が紹介を受けて初診を行った場合を評
価

• 地域包括診療料の拡充:地域包括診療料、地域包括診療加算等において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓
病＋要介護被保険者を対象とする。

• 生活習慣病管理料の見直し:生活習慣病と関連の乏しい一部の管理料が包括外に。療養計画書の患者署名が不要に。
「眼科（歯科）医療機関連携強化加算」（60点）を新設
外来データ提出加算を疾病別に細分化し、「充実管理加算」（30点等）に変更（減算 50点→30,20,10点）

• 特定疾患療養管理料の見直し：特定疾患療養管理料の対象から消化性潰瘍患者への非ステロイド性抗炎症薬の投与患者を除外

• 時間外対応加算の引き上げ：５，４，３，１点→７，５，４，２点

• 外来機能分化: 特定機能病院等の逆紹介割合基準を引き上げ（＋20‰）、直近1年以内12回以上再診患者を減算
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特定機能病院等紹介患者受入加算の新設
連携強化診療情報提供料の組み合わせの拡大

【点数】

• 特定機能病院等紹介患者受入加算
60点＜新設＞

• 連携強化診療情報提供料 150点
（変更なし）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、許可病床400床以上（一般病床200床未満を除く）
初診料・外来診療料の減算

• 逆紹介割合の基準引き上げ

• 直近1年以内に12回以上再診を行った患者が減算対象の患者に追加

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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初診料の機能強化加算
外来データ提出加算・在宅データ提出加算届出の努力義務化、BCP策定の要件化（経過措置：～2027年5月31日）

【点数】

• 機能強化加算 80点（変更なし）

• BCPの策定が要件化

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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生活習慣病管理料（Ⅰ）・（Ⅱ）

【点数】

• 生活習慣病管理料（Ⅰ）

脂質異常症が主病 610点（変更なし）

高血圧症が主病  660点（変更なし）

糖尿病が主病 760点（変更なし）

• 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
（変更なし）

• 眼科医療機関連携強化加算 60点

• 歯科医療機関連携強化加算 60点

• 充実管理加算
加算１ 30点
加算２ 20点
加算３ 10点

（※外来データ提出加算50点から改編）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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生活習慣病管理料（Ⅰ）・（Ⅱ）
糖尿病が傷病の場合の、別目的の薬剤に関する在宅自己注射は別途算定可能へ

【点数】

• 生活習慣病管理料（Ⅰ）

脂質異常症が主病 610点（変更なし）

高血圧症が主病  660点（変更なし）

糖尿病が主病 760点（変更なし）

• 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
（変更なし）

• 眼科医療機関連携強化加算 60点

• 歯科医療機関連携強化加算 60点

• 充実管理加算
加算１ 30点
加算２ 20点
加算３ 10点

（※外来データ提出加算50点から改編）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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生活習慣病管理料（Ⅰ）・（Ⅱ）
充実管理加算（外来データ提出加算の改編）

【点数】

• 生活習慣病管理料（Ⅰ）

脂質異常症が主病 610点（変更なし）

高血圧症が主病  660点（変更なし）

糖尿病が主病 760点（変更なし）

• 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
（変更なし）

• 眼科医療機関連携強化加算 60点

• 歯科医療機関連携強化加算 60点

• 充実管理加算
加算１ 30点
加算２ 20点
加算３ 10点

（※外来データ提出加算50点から改編）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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生活習慣病管理料（Ⅰ）・（Ⅱ）
充実管理加算（外来データ提出加算の改編） 外来様式１の見直し

【点数】

• 生活習慣病管理料（Ⅰ）

脂質異常症が主病 610点（変更なし）

高血圧症が主病  660点（変更なし）

糖尿病が主病 760点（変更なし）

• 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
（変更なし）

• 眼科医療機関連携強化加算 60点

• 歯科医療機関連携強化加算 60点

• 充実管理加算
加算１ 30点
加算２ 20点
加算３ 10点

（※外来データ提出加算50点から改編）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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外来様式１の項目と削除項目
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生活習慣病管理料（Ⅰ）・（Ⅱ）
充実管理加算（外来データ提出加算の改編） 新規届出のスケジュールと算定

• 新たに届出を行う場合、最短で令和8年5月20日に届出を行い、令和8年10月から算定開始。
• この場合、令和8年10月～令和10年3月までは「充実管理加算３」を算定する。

• 令和10年4月からは、実績に基づいて充実管理加算１～３のいずれかを算定する。

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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特定疾患療養管理料
NSAIDs処方のある胃潰瘍・十二指腸潰瘍は対象から除外

【点数】

• 特定疾患療養管理料
225点（変更なし）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域包括診療加算・診療料

【点数】

• 地域包括診療加算１

➢ 認知症あり 38点（変更なし）

➢ その他 28点（変更なし）

• 地域包括診療加算２

➢ 認知症あり 31点（変更なし）

➢ その他 21点（変更なし）

• 地域包括診療料１

➢ 認知症あり 1,682点（+1点）

➢ その他 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２

➢ 認知症あり 1,614点（+1点）

➢ その他 1,601点（+1点）

• 薬剤適正使用連携加算 30点
（変更なし）

• 外来データ提出加算 10点
＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域包括診療加算・診療料
地域包括診療料の増点（再診料の増点に伴う）、対象患者の見直し

【点数】

• 地域包括診療加算１

➢ 認知症あり 38点（変更なし）

➢ その他 28点（変更なし）

• 地域包括診療加算２

➢ 認知症あり 31点（変更なし）

➢ その他 21点（変更なし）

• 地域包括診療料１

➢ 認知症あり 1,682点（+1点）

➢ その他 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２

➢ 認知症あり 1,614点（+1点）

➢ その他 1,601点（+1点）

• 薬剤適正使用連携加算 30点
（変更なし）

• 外来データ提出加算 10点
＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域包括診療加算・診療料
連携薬局の見直し（24時間対応でなくても、院内で緊急時に解熱鎮痛薬等の対応ができれば可）、認知症患者に関する連携

【点数】

• 地域包括診療加算１

➢ 認知症あり 38点（変更なし）

➢ その他 28点（変更なし）

• 地域包括診療加算２

➢ 認知症あり 31点（変更なし）

➢ その他 21点（変更なし）

• 地域包括診療料１

➢ 認知症あり 1,682点（+1点）

➢ その他 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２

➢ 認知症あり 1,614点（+1点）

➢ その他 1,601点（+1点）

• 薬剤適正使用連携加算 30点
（変更なし）

• 外来データ提出加算 10点
＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域包括診療加算・診療料
薬剤適正使用連携加算の対象の見直し（他院通院中の患者も対象へ）、医療資源の少ない地域の医師配置要件の緩和

【点数】

• 地域包括診療加算１

➢ 認知症あり 38点（変更なし）

➢ その他 28点（変更なし）

• 地域包括診療加算２

➢ 認知症あり 31点（変更なし）

➢ その他 21点（変更なし）

• 地域包括診療料１

➢ 認知症あり 1,682点（+1点）

➢ その他 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２

➢ 認知症あり 1,614点（+1点）

➢ その他 1,601点（+1点）

• 薬剤適正使用連携加算 30点
（変更なし）

• 外来データ提出加算 10点
＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域包括診療加算・診療料
外来データ提出加算の新設

【点数】

• 地域包括診療加算１

➢ 認知症あり 38点（変更なし）

➢ その他 28点（変更なし）

• 地域包括診療加算２

➢ 認知症あり 31点（変更なし）

➢ その他 21点（変更なし）

• 地域包括診療料１

➢ 認知症あり 1,682点（+1点）

➢ その他 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２

➢ 認知症あり 1,614点（+1点）

➢ その他 1,601点（+1点）

• 薬剤適正使用連携加算 30点
（変更なし）

• 外来データ提出加算 10点
＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域包括診療加算・診療料
服薬管理の要件化

【点数】

• 地域包括診療加算１

➢ 認知症あり 38点（変更なし）

➢ その他 28点（変更なし）

• 地域包括診療加算２

➢ 認知症あり 31点（変更なし）

➢ その他 21点（変更なし）

• 地域包括診療料１

➢ 認知症あり 1,682点（+1点）

➢ その他 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２

➢ 認知症あり 1,614点（+1点）

➢ その他 1,601点（+1点）

• 薬剤適正使用連携加算 30点
（変更なし）

• 外来データ提出加算 10点
＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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（参考）地域包括診療加算の施設基準 （一部、抜粋・改編）

1. 診療所である

2. 慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師（以下「担当医」という。）を配置
認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい

3. 院内掲示とHPへの掲載（健康相談・予防接種相談・介護保険利用相談を実施している旨、ケアマネ等からの相談に対応すること、
患者の状態に応じ28日以上の投薬・リフィル処方箋の交付が可能なこと）

4. 院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携

5. 当院の敷地内禁煙

6. 要介護認定に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか１つを満たしている（抜粋）

− イ 居宅療養管理指導又は、短期入所療養介護等を提供した実績がある

− エ 担当医が地域ケア会議に年1回以上出席している

− カ 担当医が介護認定審査会の委員の経験を有する。

− キ 主治医意見書の研修会を受講している

7. 在宅医療の提供及び当該患者に対し24 時間の往診等の体制を確保（連携医療機関の協力を得て行うものを含む）

8. 以下のいずれか１つを満たしている。

− ア 時間外対応体制加算1～4のいずれかの届出を行っている

− イ 常勤換算２名（医療資源の少ない地域は1.4人）以上の医師が配置されており、うち１名以上が常勤の医師である

− ウ 在宅療養支援診療所である

9. 以下のいずれか１つを満たしている。

− ア 担当医がサービス担当者会議に参加した実績がある

− イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績がある

− ウ 介護支援専門員と対面又はICTを用いた相談の機会を設けている(対面が望ましい)

10. 以下すべてを満たしている。

− ア 直近1年間に当院での継続的な外来診療を経て、在宅医療に移行した患者が3人以上（在支診は10人）

− イ 直近1ヶ月に初診、再診、往診、訪問診療を実施した患者のうち、往診・訪問診療の患者の割合が70%未満

11. ACPに関する指針を定めている。

12. 地域で不足する医療機能にかかる提要の要請に応じず指定が3年以内とされた医療機関でないこと

地域包括診療加算１（28点）

地域包括診療加算２（21点）

1～12の要件全て満たす

1～6、8、9、11、12の要件を満たす
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時間外対応体制加算
評価の引き上げ、名称の変更

【点数・要件】

イ 時間外対応体制加算１ 7点（+2点）
• 診療時間以外の時間において、患者/家族から電話
等により療養に関する意見を求められた場合に、原
則として当該診療所の常勤医師・看護師・准看護師
等により常時対応できる体制にあること。

ロ 時間外対応体制加算2 5点（+1点）
• 診療時間以外の時間において、・・・（中略）・・・原則
当該診療所の非常勤医師・看護師・准看護師等によ
り常時対応できる体制にあること。

ハ 時間外対応体制加算3 4点（+1点）
• 診療時間以外の夜間の数時間は、 ・・・（中略）・・・原
則として当該診療所の常勤医師・看護師・准看護師
等により常時対応できる体制にあること。

• 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等
により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行
うなど、対応に配慮する。

ニ 時間外対応体制加算4 2点（+1点）
• 診療時間以外の夜間の数時間は、 ・・・（中略）・・・当
該保険医療機関において又は他の保険医療機関と
の連携により対応できる体制にあること。

• 複数の診療所の連携により対応する場合、連携する
診療所の数は、当該診療所を含め最大で３つまでと
する。

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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療養・就労両立支援指導料
対象疾患の制限撤廃、増点、算定可能な期間が3か月から6か月へ

【点数】

• 療養・就労両立支援指導料

➢ 初回 850点（+50点）

➢ 2回目以降 500点（+100点）

➢ 相談支援加算 400点（+350点）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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療養・就労両立支援指導料

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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健診・検診・予防接種等を保険診療と同日に1回の受診で実施する場合、初再診料算定不可へ（算定方法の明確化）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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一般名処方加算の減点、バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方も評価対象へ

【点数】

• 一般名処方加算１ 8点（▲2点）

• 一般名処方加算２ 6点（▲2点）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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長期処方、リフィル処方箋に関する周知の要件化の対象拡大

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料２
無呼吸低呼吸指数の基準の引き下げ、1日平均使用時間の要件の新設（1月当たり1日平均使用時間1時間未満の場合算定不可）

【点数】

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料１
2,250点（変更なし）

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料２
240点（▲10点）

• 遠隔モニタリング加算 150点
（変更なし）

• 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
15点＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料２ 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
CPAP実施の全ての患者について着用状況・無呼吸低呼吸数等のモニタリング・1日平均使用時間の記載

【点数】

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料１
2,250点（変更なし）

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料２
240点（▲10点）

• 遠隔モニタリング加算 150点
（変更なし）

• 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
15点＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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短期滞在手術等基本料１の減算

【点数】

１ 短期滞在手術等基本料１
（日帰りの場合）

イ 主として入院で実施されている手術を

行った場合

（１）麻酔を伴う手術を行った場合
2,947点（変更なし）

（２）（１）以外の場合

2,718点（変更なし）

ロ イ以外の場合

（１）麻酔を伴う手術を行った場合
795点（▲793点）

（２）（１）以外の場合

680点（▲679点）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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オンライン診療
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オンライン診療における診療報酬改定のポイント

看護師等との連携によるモデルが明確化。訪問看護と同時、または訪問看護とは別に看護師等が患家を訪問してオンライン診療を補
助する場合の「訪問看護遠隔診療補助料」（265点）が新設されます。また、検査や処置を行った場合の実施料（100点～150点）も新
設され、より実践的な運用が可能になります

• D to P with N（訪問看護遠隔診療補助料）:訪問看護と同時または別途、看護師等が患家でオンライン診療を補助する場合の評
価（265点）を新設

• 検査・処置の評価:訪問した看護師等が検査・処置を行った場合の「看護師等遠隔診療検査実施料」（100点/150点）等を新設。

• 適正化: 医療DX推進体制整備加算等の廃止・再編（電子的診療情報連携体制整備加算へ）
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D to P with N 訪問看護遠隔診療補助料

【点数】

（医療機関）

訪問看護遠隔診療補助料

265点（1日につき）＜新設＞

看護師等遠隔診療検査実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

看護師等遠隔診療注射実施料

100点＜新設＞

看護師等遠隔診療処置実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

（訪問看護ステーション）

訪問看護遠隔診療補助料

2,650円（1日につき）＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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D to P with N 訪問看護遠隔診療補助料

【点数】

（医療機関）

訪問看護遠隔診療補助料

265点（1日につき）＜新設＞

看護師等遠隔診療検査実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

看護師等遠隔診療注射実施料

100点＜新設＞

看護師等遠隔診療処置実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

（訪問看護ステーション）

訪問看護遠隔診療補助料

2,650円（1日につき）＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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D to P with N 看護師遠隔診療検査実施料・看護師遠隔診療注射実施料・看護師遠隔診療処置実施料

【点数】

（医療機関）

訪問看護遠隔診療補助料

265点（1日につき）＜新設＞

看護師等遠隔診療検査実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

看護師等遠隔診療注射実施料

100点＜新設＞

看護師等遠隔診療処置実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

（訪問看護ステーション）

訪問看護遠隔診療補助料

2,650円（1日につき）＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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D to P with N 訪問看護遠隔診療補助料

【点数】

（医療機関）

訪問看護遠隔診療補助料

265点（1日につき）＜新設＞

看護師等遠隔診療検査実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

看護師等遠隔診療注射実施料

100点＜新設＞

看護師等遠隔診療処置実施料

イ 1種類の場合 100点＜新設＞

ロ 2種類の場合 150点＜新設＞

（訪問看護ステーション）

訪問看護遠隔診療補助料

2,650円（1日につき）＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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オンライン診療指針の遵守確認のチェックリストのウェブサイト掲示、
医療広告ガイドラインの遵守、向精神薬処方時の重複投薬のチェックの要件化

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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遠隔電子処方箋活用加算（10点）＜新設＞
救急時医療情報取得加算（50点）＜新設＞

【点数】

遠隔電子処方箋活用加算 10点

＜新設＞

救急時医療情報取得加算 50点

＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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遠隔連携診療料（外来の場合900点、訪問診療の場合900点、入院診療の場合900点）

［算定要件］

注１ １については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療
を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又
は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣
が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供
を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携
して診療を行った場合に、３月に１回に限り算定する。

２ ２については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅で療養
を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療
管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な
診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管
理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携
して診療を行った場合に、３月に１回に限り算定する。

３ ３については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患
者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同
意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関
の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他
の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、３月に１回に限り算定する。

［算定要件（通知）］

(１) 注１については、以下のアからカのいずれかに該当する患者の診断及び治療管理を行うことを目
的として、患者の同意を得て、当該患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医
師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器
を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、３月に１回に限り算定する。

ア 難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定する指定難病の患者（診断を目的と
した場合には、疑い患者を含む。）

イ てんかん（外傷性のてんかん（ 診 断 を 目 的 と し た 場 合 に 限る。）及び知的障害を有する者に
係るものを含む。）の患者（診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。）

ウ 希少がんの患者（診断を目的とした場合には、疑い患者を含む。）

エ 児童福祉法第６条の２第１項に規定する小児慢性特定疾病（同条第３項に規定する小児慢性特定
疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。）の患者（診断を目的とした場合には、疑い患者
を含む。）

オ 医療的ケア児（者）カ 「基本診療料の施設基準等」別表第●に掲げる地域に所在する保険医療機
関を受診した悪性腫瘍（治療中のものに限る。）の患者、膠原病（治療中のものに限る。）の患者及び
慢性維持透析の患者(２) 注２については、以下のアからウのいずれかに該当する患者の治療管理を
行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の治療に関する専門的な診療を行っている他の
保険医療機関の

医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、ビ
デオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った
場合に、３月に１回に限り算定する。

ア 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診
療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

イ 医療的ケア児（者）

ウ 「Ｂ００１」の「24」外来緩和ケア管理料の対象患者

(３) 注３については、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者の治療管理を行うことを目的と
して、患者の同意を得て、以下のアからオまでのいずれかに該当する患者に関する専門的な診療を
行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、ビ
デオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った
場合に、３月に１回に限り算定する。

ア 指定難病の患者

イ 希少がんの患者

ウ 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者

エ 日本臓器移植ネットワークに臓器移植希望者として登録された患者

オ 当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療
を要する者

(４)～(５) （略）

(６) 当該他の保険医療機関は、以下のアからカまでのいずれかに該当すること。

ア （１）ア及び（３）アの患者を診療する場合は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療
提供体制の構築について」（平成29年４月14日付け健難発0414第３号厚生労働省健康局難病対策
課長通知）に規定する難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院又は難病医療協力病院で
あること。

イ （１）イの患者を診療する場合は、「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」（平成
27年５月28日障発0528第1号）に定めるてんかん診療拠点機関であること。

ウ （１）ウ、（３）イ及びエの患者を診療する場合は、特定機能病院又は都道府県がん診療連携拠点
病院であること。

エ （１）エ及び（３）ウの患者を診療する場合は、特定機能病院又は「Ａ３０７」の「１」小児入院医療管
理料１を届け出た保険医療機関であること。

オ （２）ウの患者を診療する場合は、「Ｂ００１」の「24」外来緩和ケア管理料の施設基準を届け出てい
ること。

カ （１）カ、（２）ア及び（３）オの患者を診療する場合は、当該保険医療機関と同一の都道府県内に所
在する保険医療機関であること。

(７)～(９) （略）

(10) 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

(11) 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の
給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

［施設基準］九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等

(１) 遠隔連携診療料の施設基準

イ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ （２）のへからチまで及び（４）のホに該当する患者を診療する場合は、基本診療料の施設基準等別
表第●の●に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。

(２) 遠隔連携診療料の注１に規定する対象患者

イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者（診断を目的
とする場合には疑いのものを含む。）

ロ てんかん（外傷性のてんかん（ 診 断 を 目 的 と す る 場 合 に 限る。）及び知的障害を有する者
に係るものを含む。）の患者（診断を目的とする場合には疑いのものを含む。）

ハ 希少がんの患者（診断を目的とす る 場 合 に は 疑 い の も の を 含む。）

ニ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病
（同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。）の患者
（診断を目的とする場合には疑いのものを含む。）ホ 医療的ケア児（者）へ 悪性腫瘍（治療中のもの
に限る。）の患者ト 膠原病（治療中のものに限る。）の患者チ 慢性維持透析の患者

(３) 遠隔連携診療料の注２に規定する対象患者イ 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険
医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な
診療を要する者ロ 医療的ケア児（者）ハ 区分番号Ｂ００１―２４に掲げる外来緩和ケア管理料の対象
患者

(４) 遠隔連携診療料の注３に規定する対象患者イ 指定難病の患者ロ 希少がんの患者ハ 小児慢性
特定疾病医療支援の対象患者ニ 臓器の移植に関する法律（平成九年法律第百四号）第十二条第一
項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に対して、臓器移植の希望を登録した患者ホ 当該保
険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者

40

【点数】

遠隔連携診療料

１ 外来診療の場合 900点（変更）

２ 訪問診療の場合 900点（変更）

３ 入院診療の場合 900点（変更）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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遠隔連携診療料を依頼する先の医療機関

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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情報通信機器を用いた外来栄養食事指導料の見直し
2回目以降、情報通信機器を用いた指導時間が20分に満たない場合でも算定可能な点数の新設

【点数】

外来栄養食事指導料

イ 外来栄養食事指導料１

（１） 初回

①対面で行った場合 260点

②情報通信機器を用いた場合 235点
（２） 2回目以降

①対面で行った場合 200点

②情報通信機器を用いた場合 180点
（※電話は廃止）

③（１）の①又は②の追加的な指導を
行った場合 50点＜新設＞

ロ 外来栄養食事指導料２

（１） 初回

①対面で行った場合 250点

②情報通信機器を用いた場合 225点
（２） 2回目以降

①対面で行った場合 190点

②情報通信機器を用いた場合 170点
（電話は廃止）

③（１）の①又は②の追加的な指導を
行った場合 45点＜新設＞

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】



Copyright Mediva Inc. All Rights Reserved. 43

情報通信機器を用いた在宅療養指導料の新設（2回目以降）

【点数】

在宅療養指導料

イ 初回 170点（変更なし）

ロ 2回目以降

（１）対面で行った場合 170点
（変更なし）

（２）情報通信機器を用いた場合 148点
＜新設＞

（ロ（２）の要件）

• 対象患者：在宅自己注射指導管理料
を算定している患者、退院後1ヵ月以
内で、1年以内に心不全による入院が
2回以上あった慢性心不全の患者

• 看護師等が30分以上指導を行う

• 事前に対面による指導と情報通信機
器を使用した指導を組み合わせた指
導計画計画を作成し、実施

• 概ね3回に1回は対面による指導を実
施

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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